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第１  はじめに 

控訴人らが本件国家賠償請求において被侵害利益の中核とするのは平和的生存権ない

しは平和のうちに生きる利益である。 

原判決は平和的生存権を具体的権利ではないとしつつも，具体的な権利・利益侵害の

有無の判断に踏み込み，これがないとして請求を棄却した。結論として到底控訴人らの

納得を得られないものではあるが，それはさておき，判文からは明確ではないものの，

仮に被控訴人国の主張する具体的権利性を認めえないとしても，控訴人らの主張する平

和的生存権が国家賠償法上保護されるべき「法的利益」であることを認めうるという思

考があるものと推察される。 

控訴人らは，これまで平和的生存権が裁判規範として認められるべき具体的権利であ

ることを学説の発展状況や過去の裁判例を引いて主張してきた。本書面においては，改

めて，日本国憲法制定の歴史的意義と日本国憲法制定以後日本も加盟している国際連合

において確認された平和構築と構成員個人の人権促進・保護に向けた諸文書（憲章，規

約，条約，宣言等）の発展を踏まえ，日本国憲法の各規定が，個々の日本国民に具体的

かつ実現に向けた効果的手段として司法救済を求めうる「平和的生存権」を認めている

こと，最低でも，国家賠償法上保護されるべき法的利益として，これを認めていること

を論証する。（以下，下線は控訴人代理人による。） 

 

第２ 原判決の判断内容とその課題 

１ 原判決 

原判決は「憲法が平和主義および基本的人権の保障を根本的理念としていることは明

らかであり，平和のうちに生存することは基本的人権が保障されるための不可欠の前提

であることからすると，平和のうちに生存することと各人の基本的人権が保障されるこ

ととは極めて密接に関連している」としている。まさしく正しい認識である。 

ところが，その正しい認識を積極的に法解釈に活かすのではなく，「憲法前文は憲法の

崇高な理想と目的を示すものであって憲法本文の各規定の解釈指針になることはあって
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も前文から直接の権利・利益を認めることは困難である」「前文に言う『平和のうちに生

きる権利』はひとしく恐怖と欠乏から免れる理想とともに掲げられているから同様であ

る」「平和は理念ないし目的としての抽象的概念であり，個々人の思想や信条により多様

な捉え方が可能であるうえ，我が国のみでこれを達成できるものではなく，これを達成

する手段や方法もその時々の国内外の情勢等の影響を大きく受けるものであるから，「平

和のうちに生きる権利」なるものの具体的内容を一義的に確定することも困難である」

「憲法９条は平和主義の根本理念を具体化し，同条の認めない行為を国に許さないもの

であり，その核心部分は明確であるが，あくまでも国の行為自体を制限する規範であり，

個々の国民に具体的な権利利益を保障したものではない」などと判示する。 

 

２ 原判決の判断姿勢の問題性 

  しかし，仮に前文に謳う平和的生存権が「崇高な理想」であったとしても，平和的生

存権ないし利益の具体化や実現に向けた効果的な法解釈を禁止するものでないことは

論を俟たない。 

  また，「平和の達成手段や方法もその時々の国内外の情勢等の影響を大きく受ける」と

言うのはあくまでも国際政治状況を言うのであり，非政治部門である司法が，国際的な

法秩序とこれに基づく法の支配を踏まえ，憲法を含む国内法の解釈適用において，これ

と矛盾のない姿勢を貫き，もって国内外において法の支配を促進することは何ら否定さ

れない。むしろ，世界がグローバル化しており一国のみで平和を実現できないことはも

ちろん，国際紛争が単なる国家対国家の範疇にとどまらず，国家間の枠組のみに委ねた

のでは平和を実現できない世界情勢を踏まえれば，国際法秩序特に国際人権法の観点抜

きに日本国憲法の解釈はできないであろう。 

そして，日本国憲法制定の歴史的経緯とその後発展した平和促進に向けた国際法秩序

に鑑みれば，原判決のような形式的かつ消極的な憲法解釈は許されない。今こそ日本国

憲法前文と９条（１３条他人権規定）に生命を吹き込む解釈が必要となっている。以下

述べるとおり，それは，理論上も決して技巧的・アクロバット的な努力を必要としない。 
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第３ 日本国憲法上の平和的生存権の意味は明確であり，少なくとも本件においては国家

賠償法上保護されるべき具体的権利・利益（被侵害利益性）において欠けるところがない

こと 

 

１ 日本国憲法上の平和的生存権の意味・概念の核心部分は明確であり，裁判規範性が認

められる 

⑴ 平和的生存権ないし利益を根拠付ける日本国憲法上の諸規定 

  関連する諸規定を以下列挙する。 

（前文第２段落） 

  「日本国民は，恒久の平和を祈願し，人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自

覚するのであって，平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われらの安全と生

存を保持しようと決意した。」 

  「我らは，平和を維持し，専制と隷従，圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努

めている国際社会において，名誉ある地位を占めたいと思ふ。」 

  「われらは，全世界の国民が，ひとしく恐怖と欠乏から免れ，平和のうちに生存する

権利を有することを確認する。」 

 （第９条） 

  １項 日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，国権の発動た

る戦争と，武力による威嚇は又は武力の行使は，国際紛争を解決する手段としては，

永久にこれを放棄する。 

  ２項 前項の目的を達成するため，陸海空軍その他の戦力は，これを保持しない。国

の交戦権は，これを認めない。 

 （第１１条） 

   国民は，すべての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基

本的人権は，侵すことのできない永久の権利として，現在および将来の国民に与へら
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れる。 

 （第１２条前段） 

   この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって，これを保持

しなければならない。 

 （第１３条） 

   すべて国民は，個人として尊重される。生命・自由及び幸福追求に対する国民の権

利については公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必

要とする。  

  (９７条) 

   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は，人類の多年にわたる自由獲得の努力

の成果であって，これらの権利は，過去幾多の試練に堪へ，現在および将来の国民に

対し，侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

 

⑵ 前記日本国憲法の諸規定から導かれる平和的生存権ないし利益の核心部分 

㈠ そもそも，憲法前文に規範的効力を認めえないという考え方自体，自明の理とは言

えない（甲Ｂ５９ 飯島滋明陳述書２頁以下，同証人調書９，１０項 後記岡山地裁

イラク訴訟「近下判決」）。それはともかく，原判決も前文が個々の条文の解釈指針と

なることを認めるから，その意味するところは極めて重要である。 

   しかして，前文２段では明確に全世界の人々が等しく恐怖と欠乏を免れ「平和のう

ちに生きる権利」があることを宣言している。その英文は「We recognize that all 

peoples of the world have the right to live in peace， free from fear and 

want.」である。平和のうちに生存する「権利」（the right）と明確に表現され，また，

「fear」の意味は，「恐怖」にとどまらず「不安」や「心配」も含まれる。 

そうすると，「恐怖や不安と欠乏から免れ，平和のうちに生存する権利」は，文理上明

らかに憲法上保障された権利であり，「恐怖や不安から免れる権利」＝自由権と「欠乏

から免れる権利」＝社会権とから構成されているものと理解される（樋口陽一『憲法
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第四版』（勁草書房２０２１年３月１０日第四版１刷発行）１４４頁参照）。 

そして，その前提として，日本国民が恒久の平和を祈願し，人間相互の関係を支配

する崇高な理想を自覚することを明示し，諸国民が日本国民同様平和を愛し公正と信

義という人間倫理を有していることを信頼して，相互不信に基づく手段ではなく，相

互信頼に基づく安全保障政策を選択することを明言している。それは，専制と隷従，

圧迫と偏狭と言う平和を脅かす事態を国際社会が永遠に除去しようとしている努力

（後記国連憲章に取り入れられた諸原則，特に国連加盟国に武力威嚇・武力行使を慎

むべきとしたこと）に呼応し，さらに自ら先駆的役割を果たし，他国に先んじて武力

威嚇・武力行使の放棄を一国の憲法に取り入れることの宣言である。特に重要なのは，

日本が他国の人々に対して恐怖と欠乏をもたらす行動をしないこと（武力行使・威嚇

の手段に出ないこと）の宣言である点である。 

 

 ㈡ ９条の規範的意味もこの前文を踏まえて解釈する必要がある。と同時に，９条と前

文に言う平和的生存権の連結的理解が必要となる。 

   すなわち，仮に「平和」が多義的であるとしても，日本国憲法においては，９条に

よって平和の意味が具体的に規定されているから，平和的生存権は，その９条のもと

で生存する権利と言うことにならざるを得ないはずである。言い方を変えると，日本

国憲法前文に言う「平和のうちの生きる権利」にいう「平和」の意味は９条によって

定義され，そうすることで平和的生存権は具体性を備えた人権として機能しうるもの

となり，かつ第３章の人権条項と相まって個別の事案において働くことになると解し

うる。すなわち，「平和のうちに生きる権利」にいう「平和」は，ほかならぬ日本国憲

法自身，何よりも９条（および前文第１，第２段）によって特定の意味を与えられた

「平和」であるから，９条違反の政治が行われたとき，それは即平和的生存権を侵害

したものと評価される。そのことからすれば，平和的生存権が，その固有の役割ない

し効果を発揮するのは，それを侵害する国家行為が９条に反するものと認識された場

合(特に裁判所により裁定された場合)だということになる（小林武 「平和的生存権
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の展開」日本評論社 ２０２１年９月１５日 １０頁，１７頁）。 

本件において，控訴人らが主張する平和的生存権は，自由権が中核であり，新安保

法制法の立法・施行によって，平和国家の法体制が損壊されたことから，米国の戦争

に加担を強いられて巻き込まれたりテロ攻撃の対象になったりする危険な状況が生

まれ，その恐怖や不安から平穏に生活することができなくなったと感じているのであ

る。 

戦争や武力行使は，ことが起こってからでは手遅れであり，それが起こらないうち

に予防することが肝要である。そうすると，平和的生存権は，戦争等が起きる前の時

点において，その徴候ないし危険が感じられた段階で機能するものでなければならな

い。政府の戦争準備行為を牽制するために，法的手段に訴えることが認められなけれ

ばならない。そのための国民側の制度的な有力な法理の一つが平和的生存権にほかな

らない。 

   このように考えると，まさしく本件のように政府および国会が一見明白に憲法９条

に違反する立法行為を行った場合「平和的生存権ないし利益」が侵害されたものとし

て，司法的救済を求めうると言える。つまり，その意味で，平和的生存権ないし法的

利益に裁判規範性を認めうることになる。 

 

 ㈢ また，９条によって意味を充填された平和的生存権に裁判規範性を認めるべきこと

は，前記各人権規定（第１１条，第１２条前段，１３条，第９７条）によっても根拠

づけられる。 

   すなわち，これらの規定は，個人の尊厳という近現代の諸憲法がいずれも国家目的

の最高価値と認める原理を確認し（１３条），侵すことのできない永久のものとしての

基本的人権を現在だけでなく将来の国民に付与し（１１条，９７条），それが歴史的な

試練と努力の結果人類が過去から引き継いだものであることを確認し，これを不断の

努力で保持し将来につなげる責務と権限を国民に与えている（１２条，９７条）。 

   そして，原判決もこれを認める通り，平和のうちに生きることは，基本的人権保障
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の前提条件であり，両者は極めて密接に関連している。 

   このような諸規定に鑑みるとき，政府や国会の９条違反行為に対して，国民がいわ

ゆる間接民主制のもとでの政権交代等以外に何ら効果的な権利保持のための手段を

とりえないというのが日本国憲法の意思であるとは到底考えられない。立憲主義の本

質とその現代的意味，すなわち，司法の憲法保障機能が極めて重要となっている状況

を直截にとらえれば，日本国憲法は司法的救済を認めていると解すべきである。 

 

 ㈣ このことは，統治機構や最高法規に関する諸規定からも根拠づけることができる。 

   すなわち，天皇又は摂政及び国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員は，この

憲法を尊重し擁護する義務を負う（憲法９９条）として，国政を預かるすべての公務

員に憲法尊重擁護義務を課している。 

また，憲法の最高法規性を謳いその条規に反する法律，命令，詔勅及び国事に関す

るその他の行為の全部または一部は，その効力を有しないとした（憲法９８条）。そし

て，最高裁は一切の法律，命令，規則または，処分が，憲法に適合するかしないかを

決定する権限を有する終審裁判所であり（憲法８１条），すべて裁判官は，その良心に

従い独立してその職権を行い，この憲法および法律にのみ拘束される（憲法第７６条

３項）としている。 

これらは，憲法が国民（将来の国民を含む）に付与した基本的人権を保障・保護す

る義務を国家機関に課したものに他ならない。特に，裁判所ないし裁判官には，最終

的な権利保護の義務を課しており，これに対応して国家の他の権力に対する独立性と

身分保障が規定されている。これらの規定が意味を持つのは，これに対応して個々の

国民に政府・国会の憲法違反行為に対し，異議を申し立て自らの権利を保持する効果

的な権能が与えられた場合に限るであろう。 

そうすると，日本国憲法の意思として，自らに生命を吹き込むために個々の国民に

そのような権能を認めたものと解するほかはない。 
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㈤ これに関連して国民の抵抗権概念について述べる。 

   憲法９７条が謳うところは，人権獲得と保持のために，人類歴史上過去幾多の試練

を経たことである。そもそも個人の尊厳や基本的人権概念は米独立宣言やフランス革

命を経た人権宣言などを系譜としている。歴史的に専制君主制や身分制の圧政のもと

での人民の抵抗が人権概念を産んだ。欧米を起源とする概念ではあるが，日本の場合

も，太平洋戦争終結まで日本国内で３１０万人，アジアで２０００万人という犠牲の

上でようやく獲得したものと言える（日本の場合は人民の抵抗によるものと言えるか

という議論がありうるがここでは深入りしない。重要なのは，国家権力に対抗する個

人としての国民に権利が付与されその行使が委ねられた事実である）。従って，基本的

人権を保障する諸規定の中に「国家権力に対決し，実定法的に権力の不当違憲の行使

に抵抗しかつ反対する権利」（抵抗権）を含んでいると言える。 

諸外国憲法においては明確に国民の抵抗権を認めるものがある（ボン基本法）が，

日本国憲法にはそのような直接の規定はない。しかし，国家の目的が国民の基本的人

権擁護にあることを認めており，国民主権のもと，国民の基本的人権の保持の責務を

付与しており（１２条前段），政府の憲法違反行為に対する個々の国民の抵抗権ないし

は抵抗の責務を課したものと言える。そして，公務員の選定罷免権と全体の奉仕者た

る公務員の地位（１５条），公務員の憲法尊重擁護義務（９９条），最高裁判所裁判官

の国民審査（７９条２項，３項），違憲立法審査権（８１条）最高法規（９８条１項）

などは，国民の抵抗権ないし抵抗責務を支え，実効あらしめるための規定と捉えるこ

とができる。（後出甲 B１８３ 田畑忍 「抵抗権と抵抗義務について―日本国憲法に

おける抵抗権と抵抗義務―」日本法哲学会 法哲学年報 １９５９-１９６０，６７-８

９頁）。 

そして，この抵抗は，こと生命に対する権利に関連する武力行使に関連した場面に

おいては，ことが起こったときは遅い（命が危うくなった時に，これが無くなる前に

予防することが肝要）。武力衝突ないし戦争が始まるまでの間には相互不信の積み重

ねによる国際紛争の激化があり，外交による対話のサボタージュや失敗，さらには為
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政者の虚偽宣伝による世論誘導と言論の自由に対する抑圧などがあることが歴史的

に明らかになっている。政府が戦争の火種を抱える違憲行為に及ぶときは，既に個々

の国民の生命・自由・安全に対する具体的な不安が発生している。この段階において，

これに抵抗し，これを是正することを要求することができてこそ，国民に信託された

権利行使（９７条，１２条前段）であるというべきである。 

 

⑶ 平和的生存権の具体的権利性・裁判規範性を基礎づける判例の発展 

平和的生存権の裁判規範性を肯認した代表的な裁判例である自衛隊イラク派遣差止等

請求事件の名古屋高裁平成２０年４月１７日判決（「青山判決」 判例時報２０５６号７

４頁）は，「この平和的生存権は，局面に応じて自由権的，社会権的又は参政権的な態様

をもって表れる複合的な権利ということができ，裁判所に対してその保護・救済を求め

法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される場合が

あるということができる。例えば，憲法９条に違反する国の行為，すなわち戦争の遂行，

武力の行使等や，戦争の準備行為等によって，個人の生命，自由が侵害され又は侵害の

危険にさらされ，あるいは，現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合，

また，憲法９条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には，

平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして，裁判所に対し当該違憲行為の差

止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解するこ

とができ，その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある。」と判示している。 

また，それをさらに推し進めたのが２００９（平成１１）年２月２４日岡山地裁判決

（「近下判決」）である。同判決は「前文ないし平和的生存権が法規範性を有することに

ついては，すでにほぼ異論を見ないところになっており，現時点においては，この平和

的生存権が裁判所の司法的審査において，裁判所に直接適用される裁判規範と言えるか

否か，すなわち裁判規範性を有するかだけが争いになっている」とし，「前文２項で「平

和的生存権が「権利」であることが明言されていることからすれば，その文言通りに平

和的生存権は憲法上の権利であると解するのが法解釈上の常道であり，また，それが平
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和主義に徹し基本的人権の保障と擁護を旨とする憲法に忠実な解釈である」とする。ま

た，８１条に言う「憲法」とは，「憲法改正における前文と本文の同質性にかんがみる限

り，前文を含むと言わざるを得ないのであるから，前文が法令審査権行使の基準となり，

裁判規範性を有することも否定できない」とする。そのうえで，「そうすると，平和的生

存権は，日本国憲法上の基本的人権であり，裁判所が法令審査権を行使するにあたり，

本文と同様に拠るべき裁判規範性を有すると言うべきである」「百里基地最高裁判決は，

平和主義ないし平和的生存権にいう『平和』は私法上の行為の効力の判断基準とならな

い旨を判示したにとどまり，平和的生存権の裁判規範性を否定しあるいは消極的評価を

したものと解することはできない。」と明言した。平和的生存権が抽象的不明確で一義性

に欠けるとの批判に対しては，平和的生存権と，例えば１３条の幸福追求権の規定との

間に径庭はないとした。そのうえで「平和的生存権は，すべての基本的人権の基底的権

利であり，憲法９条はその制度規定，憲法第３章の各条項はその個別人権規定とみるこ

とができ，規範的，機能的には，徴兵拒絶権，良心的兵役拒絶権，軍需労働拒絶権等の

自由権的基本権として存在し，また，これが具体的に侵害された場合等においては，不

法行為法における被侵害利益としての適格性があり，損害賠償請求ができることも認め

られるというべきである。」と結論づけた。 

また，これら以外にも，平和的生存権ないしはこれに関連する法的利益が裁判規範性

を有することを認める判例がある。すなわち，１９９０年代初頭，湾岸戦争でイラクを

攻撃する多国籍軍に対して日本が行った戦費支出・自衛隊掃海艇の派遣の差し止めを求

める「市民平和訴訟」に関する東京地裁１９９６(平成８)年５月１０日判決は，「（政府

が）全世界の国民の平和のうちに生存する権利を確保する…憲法上の…責務に反した結

果，基本的人権について違法な侵害抑圧が具体的に生じるときは，この基本的人権の侵

害を理由として裁判所に対して権利救済を求めることは可能といえよう」としていた。

加えて，２００３年のイラク戦争においてアメリカに同調する日本政府が後方支援のた

めに自衛隊を派遣したことに対し，このイラク派兵の差し止め等を求めてイラク平和訴

訟が全国各地で起こされたところ，前記名古屋高裁判決に先立つ名古屋第７次訴訟第一
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審判決（「田近判決」）は，「平和的生存権は，すべての基本的人権の基礎にあってその享

有を可能ならしめる基底的権利であり，憲法９条は，かかる国民の平和的生存権を国の

側から規定し，これを保障しようとするものであり，また，憲法第３章の基本的人権の

各規定の解釈においても平和的生存権の保障の趣旨が最大限に活かされるよう解釈すべ

きことはもちろんであって，…憲法９条に違反する国の行為によって個人の生命，自由

が侵害されず，又侵害の危機に晒されない権利，同条に違反する戦争の遂行ないし武力

の行使の目的のために個人の基本的人権が制約されない権利が憲法上保障されているも

のと解すべきであり，その限度では，他の人権規定と相まって具体的権利性を有する場

合がありうると言うべきである」とした。さらに続けて「憲法前文および９条の法文並

びにそれらの歴史的経過にかんがみれば，憲法の下において，戦争のない又は武力行使

をしない日本で平穏に生活する利益（かかる利益を平和的生存権と呼ぶか否かは別とし

て）が法的保護に値すると解すべき場合が全くないとは言えず，憲法９条に違反する国

の行為によって生活の平穏が害された場合には損害賠償の対象となりうる法的利益（人

格権ないし幸福追求権）の侵害があると認めることも全く不可能なことではない」とし

ている。 

これらの判決は，古くは長沼事件第一審判決（「福島判決」 札幌地裁１９７３年９月

７日判決 判例時報７１２号２４頁 ）以来平和的生存権の裁判規範性について消極的

回避的な態度をとっていた裁判所が，より積極的な判断に踏み切ったものとして，政治

に右顧左眄しない法律家としての勇気と憲法への誠実さが違憲審査権を国民から託され

た「憲法の番人」にふさわしいものとして高く評価されている。（前掲小林「平和的生存

権の展開」７頁以下，１頁以下，１９頁等） 

 

⑷ 本件における平和的生存権の位置付けについて 

なお，平和的生存権と人格権との関係は，人格権が内容豊富な権利であることから，

人格権における「生命権・身体権・精神の自由に関する権利」及び「平穏生活権」は，

平和的生存権と重なり合っている。平和的生存権は，国家の平和が不可欠であることか
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ら，国家に対する人権の性格が強く，新しい人権の一つとして，人格権を基礎にこれを

発展・生成された人権と位置づけることもできよう。人格権が裁判規範性を持つ権利で

あることは確立された判例と言ってよく，原判決もこれを意識した判断を示したと解さ

れる。 

 

２ 少なくとも，本件侵害行為との関連では国家賠償法上の被侵害利益としての平和的生

存権ないし利益は明確であり，同時に「権利・利益の侵害」も明白である。 

⑴ 本件における平和的生存権の侵害 

新安保法制法は，政府が命名したような「平和安全法制」ではなく，日米の軍事的一

体化による戦争準備と戦争遂行のための「戦争法制」にほかならない。日米軍事同盟の

強化に向けられた法制である。 

存立危機事態（事態対処法２条４号，自衛隊法７６条１項２号，８８条），重要影響事

態（重要影響事態法，自衛隊法３条２項１号，８４条の５），国際平和共同対処事態（国

際平和支援法，自衛隊法３条２項２号，８４条の５），国際連合平和維持活動及び国際連

携平和安全活動（ＰＫＯ協力法，自衛隊法８４条の５）と，自衛隊の出動形態ないし行

動はそれぞれ異なるが，いずれも米国をはじめとする他国の戦争に加担ないし協力支援

する仕組みであって，いわゆる専守防衛におけるやむを得ない出動ないし行動とは質的

に異なるものである。従前の「有事法制」は個別的自衛権の行使を前提としていたが，

これとは異質の戦争法制に変わったものである。 

特に，存立危機事態における防衛出動は，集団的自衛権の行使であり，他国に対する

武力攻撃があった段階で，自国の存立が脅かされる事態であるとして，他国に武力攻撃

を加えている相手国に武力を行使するものであるから，他国防衛にほかならない。 

そして，平時からこの「他国防衛」を想定した共同訓練がなされ他国武器防護とその

際の武器使用が認められている（自衛隊法９５条の２）。これは他国からは武力による威

嚇とも受け取られかねないものである。 

自衛隊が何時でも何処でも米軍等に加担して戦争ないし武力行使ができる態勢を整え
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たのであるから，戦争を想定した準備行為をするに至ったと認められる。そして，新安

保法制法の施行状況と自衛隊の組織編成や装備の強化，米軍等との連携強化，「敵基地攻

撃能力」の保有も現実的に検討するという情況になり，控訴人ら国民・市民は，憲法の

基本原理である平和主義が蔑ろにされ，「戦争をしない国家」から積極的に「戦争をする

国家」に変質し，米国をはじめとする他国の戦争に加担ないし巻き込まれたりテロ攻撃

の対象となったりするおそれを感じ，強い恐怖と不安を覚え，国家と国民・市民の将来

に危機的な不安を抱くに至っている。 

前記イラク訴訟名古屋高裁判決（「青山判決」）に照らしても，新安保法制法の立法・

施行によって，控訴人らの平和的生存権が侵害され，国賠法に基づいて損害賠償を請求

ができる場合に該当するというべきである 

 

⑵ 一見明白に憲法９条に違反する立法 

  前記憲法前文，９条の文理に照らし，直接日本が武力攻撃を受けていない段階で，仮

想敵国を想定し平時から相互不信に基づく軍事的備えを強化し，積極的に武力行使と武

力威嚇に踏み出した新安保法制法は一見明白に憲法９条に違反する。 

また，長年政府が明確にし，確認してきた「憲法９条の下では集団的自衛権行使は許

されない」という見解は憲法９条の有権解釈として同条の意味を補充し確定した憲法規

範となっていたから（甲 B１７０長谷部意見書等），その意味でも一見明白に違憲である。 

  まさしく，政府（国会）が明らかに憲法９条が禁じる行為に踏み出したものである。 

 

⑶ 権利・利益侵害の明白性 

前記のとおり，平和的生存権が日本国憲法上の「平和」が守られることによる権利・

利益とみるならば，政府に９条違反行為をさせない利益とも言えよう。言葉を変えれば，

本件における平和的生存権は，「日本が積極的に他国に対する武力行使や武力威嚇を行

わず，政府の行為によって再び戦争の惨禍につながる事態が起こらないことを期待し信

頼する権利・利益」と言っても良い。 
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本来論を要しないはずであるが，念のために述べると，仮想敵国を作り武力威嚇ない

しはこれにつながる軍事示威行動にでるとき，相互不信と軍事緊張が高まり戦禍の火種

はおこる。いったん武力行使が起こったときは一般市民たる個人にとっては勝者も敗者

もなく，ただ犠牲があるのみである。その不安のない利益こそが日本国憲法上の平和的

生存権の核心とも言える。 

そして，９条違反行為の態様において，本件は一見明白なほど違反の程度が著しく，

上記意味における控訴人らの法的利益の侵害も一見して明白である。 

  まさしく立法国賠請求事件における最高裁の判断枠組みに馴染み，「憲法上保障され

又は保護されている平和な立憲国家（すなわち政府国会が憲法前文および９条を守るこ

と）で生きる権利・利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反する

ものであることが明白」（最高裁判所平成２７年１２月１６日判決）と言うべきである。 

 

  また， 論者も指摘するが，仮に「平和」や「平和的生存権」の意味内容に一定の幅が

あり，「所有権」のごとき具体性を備えていないとしても，日本国憲法上明確に非戦の恒

久平和主義を根本原理としている日本が，およそ平和主義を標榜し得ないような強力な

軍事力を保持するに至るとすれば，そのような軍備を可能とする立法によって「平和の

うちに生存する権利が明白に侵害されたということはできる。（判例時報２３６３号 P１

３９以下 棟居快行論文「憲法訴訟の実践と理論【第一二回】―安保法制違憲国賠訴訟

における抽象と具体の交錯―）。 

本件立法行為は，政府が憲法９条に反しておよそ「平和主義」とは言えないような

平時からの集団的自衛権行使を想定した自衛隊の他国軍と一体化した共同訓練や自衛隊

の海外派兵，さらには集団的自衛権行使とそれに必要な軍備拡張に道を開いたものに他

ならない。世界で最も好戦的で戦争を外交手段とし，戦後ほとんどの武力紛争にかかわ

ってきた大国である米国と一体化し，世界で５位の軍事力を持つ日本が世界のどこでも

武力行使に関与できる道を開いたのである。（軍事力順位は，『Global Firepower』の世

界の軍事力ランキング https://www.globalfirepower.com/に基づく） 
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そして，その軍備や自衛隊の行動は，冷戦構造におけるいわゆる自由主義国陣営の軍

事同盟である NATO諸国とも軌を一にするところまでに至っているのが現状である。 

その法制度そのものが軍事的緊張を呼び込み，日本が武力攻撃の加害者にも被害者に

もなる危険を内包しており，平和的生存権・平和のうちに生きる利益が明白に侵害され

たと言えるものである。（控訴審第２準備書面でも述べたが，再掲しておく。） 

 

第４ 日本国憲法制定に至る国際的潮流，日本国憲法を巡る国際的法秩序と平和的生存権 

１ はじめに 

 「第３」で述べた日本国憲法上の平和的生存権についての解釈は，日本国憲法制定に至

る歴史的経緯や国際法秩序の発展状況とも整合し，国内外における「法の支配」の促進に

資するものである。以下，詳述する。 

 

２ 憲法前文及び第９条の目的・平和的生存権の保障の構造とその補強～日本国憲法は国

際的な歴史に基づく経緯の中で制定された 

⑴ 日本国憲法の制定と内容 

憲法前文および９条１項２項は，富国強兵政策によるアジア諸国への軍事侵略と太平

洋戦争の果てに最後には原子爆弾投下により悲惨な被害を被った後に，日本国・日本国

民が選び，決定した最高法規としての法規範である。人類の絶滅を回避し，生き続ける

ことのできる平和な（恐怖と欠乏のない）世界を実現・持続させるため，人類社会の構

成員であって生命に対し固有の尊厳を有する日本国民を含む全世界の国民に「平和のう

ちに生存する権利」があることを確認した。 

この国民の「平和のうちに生存する権利」の目的を達する（保障する）ために，生命

生存にもっとも深刻で残虐，破壊的に侵害する戦争を根本的に禁ずる手段として第９条

（武力行使および武力威嚇の放棄，戦力不保持，交戦権の否認）を定め，かつこの基本

的な権利の上に第１３条以下多くの自由権，社会権を認め，それを保障する国民主権を

基盤とする立憲民主主義（立法，行政，司法，地方自治体）の政治体制を構築した。 
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日本国憲法制定の歴史的経緯および国際法秩序を併せて考察すれば，前文と９条およ

び１３条は密接に関連した規定であり，それぞれを無関係な独立した規定と捉えるべき

ではない。これら各規定の連結的理解に基づく解釈が求められる。 

 

⑵ 憲法制定までの経緯 

 ㈠ 戦争放棄の歴史的流れ 

国際法は，フランス革命後１７９１年憲法以来「征服（侵略）戦争」の放棄を定め，

侵略戦争が不法であることの認識・思想，「戦争違法化」運動は歴史的に進歩（広がり)

して紛争を戦争で解決することを不法として禁じるに至った。 

１９１９年に，戦争に訴えざるの義務を受諾し，各国間の公明正大なる関係を規律

し，各国政府間の行為を律する基準として国際法の原則を確立し，組織ある人民の相

互の交渉において正義を保持し，一切の条約上の義務を尊重し，国際協力を促進しか

つ各国間の平和安寧を完成するために国際連盟規約を協定して国際連盟が設立され

た。 

第一次世界大戦で膨大な兵器が投入され，未曾有の被害をもたらしたことが，戦争

それ自体を違法化する流れを生んだ。 

１９２８年８月２８日パリ不戦条約が締結された。絶対的平和主義思想に基づいて

制度として戦争を非合法化したものである。この条約は，国際紛争解決の手段・国家

政策の手段として「合法」とされてきた”戦争”を放棄すると宣言し（「戦争は違法」

とした（第１条）もので，国際社会の枠組みを根本的に変えるものであった。そして，

自衛権の行使は許されていたものの，国際紛争を解決する手段としては平和的手段以

外の手法に求めない（第２条）ことが合意された。 

１９４５年６月２６日に成立した国際連合・国連憲章では，武力による威嚇，武力

の行使の禁止をし，国際的紛争は平和的手段によって解決しなければならないとする

（ただし，加盟国に対し武力攻撃が発生した場合安全保障理事会が必要な措置を取る

までの間，「個別的または集団的自衛権の権利を害するものではない」（５１条）とし
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て，自衛戦争を禁じていないところ，戦後の国際政治は「自衛」を口実にした侵略戦

争や報復戦争を許すこととなった。)。 

１９４６年１１月３日に成立した日本国憲法は，絶対平和主義に基づき，国民の平

和的生存権（前文２段）を保障するために，戦争と武力による威嚇又は武力の行使は，

国際紛争を解決する手段としては永久に放棄し（９条１項），１項の目的を達するため

に陸海空軍その他の戦力は保持しない，国の交戦権は認めない（９条２項)と全面的禁

止の最も進んだ先駆的戦争放棄条項を規定した。 

更にその後，核兵器の出現以来，幾度かその禁止のための試みと運動がなされてき

たが，冷戦構造が構築された中でなかなか実現できなかったところ，１９９６年勧告

的意見を求められた国際司法裁判所は，「核兵器の使用は一般的には違法であるが，危

機存亡の時は判断できない」とした。 

その後，世界の見識を結集し，人道法の観点から会議が重ねられ，遂に２０１７年

７月に，核兵器の非人道性を厳しく告発し，国連憲章，国際法，国際人道法に照らし

て，核兵器は違法であるとし，第１条で，「開発，実験，生産，保有，使用の威嚇」い

かなる場合にも幅広く全面的に禁止し，違法化する「核兵器禁止条約」が成立した。 

しかし，核保有国は核不拡散条約（NPT）６条の義務（核軍備競争の早期の停止及び

核軍備の縮小に関する効果的な措置につき，並びに厳重かつ効果的な国際管理の下に

おける全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について，誠実に交渉を行うことを約

束する）を果たしておらず，この核兵器禁止条約にも参加しておらず，世界では，依

然として核抑止論による緊張と恐怖が続いている。 

 

㈡ 平和的生存権の流れ 

悲惨な戦争の惨禍の歴史的な反省から，第２次世界大戦後，１９４５年６月に国際

連合憲章を決定し，国際の平和及び安全を維持する機構として国際連合が設けられた。 

国際連合憲章は，｛言語に絶する戦争の惨害から将来の世代を救い，基本的人権・人

間の尊厳・価値，男女，大小国家の同権であることの信念を確認し，「正義」と「条約
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その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重」とを維持することができる条件を確立

し，大きな自由の中で社会進歩と生活水準の向上とを促進すること｝並びに｛寛容を

実行しかつ善良な隣人として互いに平和に生活し，国際の平和及び安全の維持のため

に力を合わせ，武力を用いないことを原則としてその方法の設定をし，全ての人民の

経済的及び社会的発展を促進することのために国際機構を用いること｝を決意し，国

際連合という国際機構を設けた。 

国際連合の目的として以下が掲げられている。 

１，国際の平和及び安全を維持すること（①平和に対する脅威の防止及び除

去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とそのため有効な集団措置を取る

こと並びに②平和を破壊するに至る恐れのある国際的の紛争または事態の

調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実

現すること） 

２，人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展

させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること 

この目的を達成するに当たっての行動の原則として，①すべての加盟国の主権平等

の原則，②国際紛争を平和的手段によって解決すること，③武力による威嚇又は武力

の行使を（領土保全又は政治的独立に対するものその他のものに対しても）慎むこと

が掲げられている。 

 

㈢ １９４５年１１月３日日本国憲法の成立 

  ア  第一次世界大戦，日中戦争，第２次世界大戦（太平洋戦争）で，中国をはじめ

アジアで２０００万人余の死者を出し，国民は，父を，夫を，兄弟を，息子を戦

死で失い，女性も子どもも各地で空襲等により破壊され死亡し，又，地上戦にな

った沖縄では，兵隊だけではなく多くの住民が悲惨で酷い死を遂げ，合計３１０

万人もの死者と戦後社会に深い傷跡を残した。そして，原子兵器の出現があった。 

イ  １９４５年８月６日，９日広島・長崎が一瞬にして破壊され，２０万人もの命
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が奪われ，生存できた人も長く放射能による健康被害を被ることになった。それ

まで人類が経験したことのない残酷無比な一般市民の犠牲であった。 

原子兵器の使用は，無防備都市の民間人の大量殺傷など戦時国際ルールに悉く

違反する残虐極まりないものである。核兵器が，これ以上はあり得ないというべ

き人道に反する「人類の生存と共存できない悪魔の兵器であること」を広島・長

崎の体験から世界は認識することとなった。 

     現代の核兵器・核戦争は，国民（諸国民)の生命・諸人権・幸福を根こそぎ破壊

する究極の絶対悪である。そして，報復のために核兵器が使われると際限なく破

壊殺傷，長期放射能汚染などが続き，人類絶滅へと向かう恐れが明らかである。 

核兵器によって仮想敵国に武力行使を思いとどまらせるという核抑止政策は，

相互不信と不寛容と矛盾をはらみ，それが破綻したときには計り知れない被害が

発生するという危険に満ちたものである。これを止めさせ，人類が生き延びるた

めには核兵器の廃止・廃絶しかないことが明らかとなった。 

  ウ  これらの計り知れない痛ましい犠牲の下，日本国民が獲得したのが日本国憲法

である。 

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いように，主権が国民に

あることを宣言し，国政の権威は国民に由来しその権力は国民の代表者が行使し，

その福利は，国民が享受する国民主権主義の体制を構築することにした。大日本

帝国憲法における天皇主権の転換であり，憲法制定権力を国民が手にしたもので

ある。その根本理念は前文に示されているが，近代立憲国家と同じように，個人

の尊厳に基礎を置く基本的人権保障を国家の目的とし，そのための政治体制とし

て国民主権主義，権力分立主義をとる。しかし，日本国憲法の特徴は何よりも「政

府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いように」という前文第１段

落に示される過去の軍国主義への痛烈な反省に基づく「非軍事的手段による恒久

平和主義」（平和学の第一人者であるノルウエーのヨハン・ガルトゥング博士は単

に戦争のない状態を平和と考える「消極的平和」に対して，貧困・抑圧・差別な
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どの構造的暴力がない状態を平和ととらえ，「積極的平和」と定義しており，これ

に通じるものである）である。そして，これは日本国民の国際公約としての「二

度と政府に戦争をさせない」という誓いである。 

 

３ 日本国憲法制定後の国際的法秩序の発展と平和的生存権の深化・補強 

⑴ 世界人権宣言（１９４８年１２月１０日） 

㈠ １９４８年１２月１０日第３回 国際連合総会において，すべての人民とすべての

国が達成すべき基準としての基本的人権 についての宣言である「世界人権宣言」が採

択された（ 国際連合総会決議 ２１７ (III)）。世界人権宣言は以下の基本的考え方を

示している。 

ア  人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承

認することは，世界における自由，正義及び平和の基礎であること 

イ  人権の無視及び軽蔑が，人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし，「言論及

び信仰の自由が受けられ，恐怖及び欠乏のない世界の到来」が一般の人々の最高の

願望として宣言されたこと 

ウ  人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにす

るためには，法の支配によって人権を保護することが肝要であること 

エ  諸国民の友好関係の発展を促進することが肝要であること 

オ  国際連合憲章において，基本的人権，人間の尊厳及び価値並びに男女の同権につ

いての信念を再確認し，かつ，一層大きな自由のうちで社会進歩と生活水準の向上

とを促進することを決意したこと 

カ  加盟国は，国際連合と協力して，人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の

促進を達成することを誓約したこと 

キ  これらの権利及び自由に対する共通の理解はこの誓約を完全にするために最も重

要であること 

ク  社会の各個人及び各機関が，この世界人権宣言を常に念頭に置きながら，人民の
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間にこれらの人権と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれ

らの普遍的かつ効果的な承認と遵守を国内外の漸進的措置により確保する努力をす

べきこと 

 

㈡ 世界人権宣言における人権条項 

世界人権宣言では，すべての人民とすべての国が達成すべき基準たる人権規定と

して２８条項規定している。 

そのうち，第３条（生命，自由，身体の安全）において，「すべて人は，生命，自

由及び身体の安全に対する権利を有する」とし，また，第２８条（人権実現の秩序

の享受）において，「すべての人は，この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現さ

れる社会的及び国際的秩序に対する権利を有する」とし，第８条（救済を受ける権

利）において，「すべて人は，”憲法又は法律によって与えられた基本的権利”を侵

害する行為に対し，権原を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有

する」としている。 

 

⑵ 国際人権規約（１９６６年１２月１６日） 

国際連合憲章で宣明された原則（世界人権宣言前文一項）によれば，人類社会のすべ

ての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪いえない権利を認めることが世界における自

由，正義及び平和の基礎をなすものであること，これらの権利が『人間の固有の尊厳』

に由来することを認めて，世界人権宣言で述べる「恐怖及び欠乏のない世界，恐怖及び

欠乏からの自由の享受」は，市民的及び政治的権利とともに，社会的及び文化的権利を

享有することができて初めて達成できると位置づけ，そして，諸国は国連憲章に基づき，

人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を負っていること，そして，個

人がこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有する

ことを認識して，国際人権規約を協定している。 

市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）には，１～２７条あるが，第
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１条，第２条があるほか第６条１項に 「すべての人間は，生命に対する固有の権利を

有する。この権利は法律によって保護される。何人も，恣意的にその生命を奪われない。」

とある。また，第２０条１項には「戦争のためのいかなる宣伝も，法律で禁止する。」同

２項には 「差別，敵意又は暴力の扇動となる国民的，人種的又は宗教的憎悪の唱道は，

法律で禁止する。」とある。 

そして，経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）には人権条

項１～１５条あるが，第１条に人民の自決の権利を定め，第２条で締約国には人権実現

の義務があることを定め，第１３条では締約国は，教育において，諸国民間の，人種・

種族間，宗教者集団の間の理解，寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のため

の国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意するとある。 

 

⑶ 人権保障の進化・深化・多様化～特に子どもの権利条約 

第２次世界大戦後，国際連合憲章において宣明された原則（人類社会のすべての構成

員の固有の尊厳および平等のかつ奪いえない権利を認めることが世界における自由，正

義，及び平和の基礎を成すものであること）を基礎に人権が確立していき，各国の憲法，

世界人権宣言，国際人権規約，女性の差別撤廃条約，その他個別具体的な人権条約がで

き，人権の進化・多様化及び深化がなされ，人権の内容も豊富かつ具体的になってきて

いる。ここでは，特に戦争で最も犠牲になる子どもの権利に触れる。 

人権の主体であり，人権を保持する義務のある国民の承継者である子どもの権利に対

し国際連合は，１９８９年１１月２０日子どもの権利条約を採択し，圧倒的な賛同によ

り，現在１国（米）を除き全世界の国が参加し，各国で批准が進んでいる。 

子どもの権利条約は，子どもを尊厳ある主体として，大人の人権条項と同じ諸権利を

認めかつ子どもの特に重要な権利を含み４１条項があるところ，第３条（児童の最善の

利益の確保），第６条（生命の権利並びに生存及び発達の確保）「全ての子どもが生命に

対する固有の権利を有することを認め，生存及び発達を可能な最大限の範囲において確

保する」，第１２条（意見を表明する権利）「締約国は，自己の意見を形成する能力のあ
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る児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権

利を確保する。・・・」，第２９条（教育の目的）のなかに「（ｂ）人権及び基本的自由並

びに国連憲章にうたう原則の尊重を育成すること，（ｄ）すべての人民の間の，種族的，

国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解，平和，寛容，両性の平

等及び友好の精神に従い，自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させる

こと」としている。 

国連憲章は，将来の世代を救うために諸原則，制度を設けたと述べているが，平和・

人権維持の責任を負う国民の承継者としての子どもの権利を補充・実現するために，子

どもの権利条約において以上のような根源的な権利保障をしたものである。そして，各

国がこれを納得して急速な条約加盟と批准に至ったことは，平和の維持と安全保障を平

和的・文化的・教育的方法で実現すること，およびこれを子どもらに託すことを期待し

承諾したものといえる。 

日本も平成６年５月１６日これを批准して国内において効力が発生している。従って

日本も，国家として上記姿勢を明確にしたものである。 

 

⑷ 「人間の安全保障」概念の提唱と国際社会の努力 

国連広報センター（https://www.unic.or.jp/activities/human_security/） 

２００５年世界サミット成果文書『人間の安全保障』（A/RES/６０/１）パラグラフ１

４３において，各国首脳は「すべての人々が，自由に，かつ尊厳を持って，貧困と絶望

から解き放たれて生きる権利」を強調するとともに，「すべての個人，特に脆弱な人々が，

すべての権利を享受し，人間としての潜在力を十分に発展させるために，平等な機会を

持ち，恐怖からの自由と欠乏からの自由を得る権利を有していることを」ことを認めた。

（この概念自体は１９９４年から提唱され，国際的な共通理解と具体的行動に向けた努

力がなされており，日本政府も人間の安全保障基金に拠出している。） 

人間の安全保障は，現在の，そして新たに生まれつつある脅威，すなわち幅広く分野

横断的な脅威に対応し，人々の生存，生活，尊厳を守ることをねらいとする。このよう

https://www.unic.or.jp/activities/human_security/
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な脅威は，絶対的な貧困や紛争の中で暮らしている人々だけに及んでいるわけではない。

現在では，先進国，途上国を問わず，全世界の人々が多種多様な安全が脅かされうる状

況の下で暮らしている。こうした脅威は各国の政府と国民にとって，ともに深刻な課題

を突きつけている。 

したがって，人間の安全保障では，恐怖からの自由，欠乏からの自由，尊厳を持って

生きる自由という人間の生活にとって基本的な一連の自由の普遍性と相互依存性を重視

する。その結果，人間の安全保障は安全，開発，人権の間の相互関連性を認識し，これ

らを人間の安全保障，そして，国家の安全保障の礎石とみなすものとなっている。 

さらに，人間の安全保障が欠如する原因とそのあらわれ方は国やコミュニティによっ

て大きく異なるため，人間の安全保障では，各地の現実に根差し，各国のオーナーシッ

プに基づく解決策の策定強化を図る。人間の安全保障は，各国の政府と国民がその潜在

力を高め， 貧困と絶望のない状態で，尊厳を持って生きる能力を高める。 

特に，国家安全保障との関係において，以下が強調されている。 

第１に，人間の安全保障は，個人とコミュニティの生存，生活および尊厳に対する広

範な分野横断的脅威に焦点を絞り，人間の安全保障の前進こそが国家安全保障の基礎と

なるという，安全保障に対する考え方そのものの変更を求める。 

第２に，人間の安全保障は，国家の安全保障を補完し，人権を拡充し，人間開発を強

化するアプローチであり，これによって平和，開発，人間の進歩を達成するために必要

な条件が整うことになる。 

このことは，平和を，国家間の問題としてのみとらえ，国家間の対話交渉（ときには

軍事的対応）にのみ委ねるのではなく，個人の安全保障，すなわち個人の恐怖と欠乏か

らの自由と尊厳ある生存確保というアプローチから実現することが国際社会の合意とな

っていることを示す。 

具体的には，国連等平和機構・平和協力，各国の友好条約・友好協定，市民間の交流

（友好姉妹都市など)，ユニセフ，ASEANなど，武力によらない幾重にも取り巻く平和の

組織の存在そしてこれらの交流によって人権を促進し，平和への脅威を除去し，世界か
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ら戦争を始めとする構造的暴力をなくそうとする努力である。 

 

⑸  平和への権利宣言 

２０１６年１２月１９日国連総会で，平和に生きる権利をすべての人に認める「平和

への権利宣言」が採択された。 

日本国憲法前文の平和的生存権は９条と不可分一体の権利として日本の平和主義を支

えてきたものであるが，この宣言は，憲法による平和的生存権の理論を補強するもので

あり，宣言された権利内容及びその実現方法は教示に富むものである。 

この宣言の内容は，前文で「平和への権利」（①軍事・暴力の否定，②貧困等の構造的

暴力の否定，③文化的暴力の否定）に役立つあらゆる角度からの制度の想起・考慮，検

討を求め，国連憲章の目的と原則に導かれて，世界人権宣言，過去に出された幾多の宣

言，文書，諸原則，義務，重要な考慮すべきことの確認がなされたうえ，１～５条の項

目が決められている。 

１条：すべての人は，すべての人権が促進及び保障され，並びに，発展が十分に実

現されるような平和を享受する権利を有する。 

２条：国家は，社会内及び社会相互間の平和を構築する手段として，平等及び無差

別，正義，並びに法の支配を尊重し，実施し，促進し，かつ恐怖及び欠乏か

らの自由を保障すべきである。 

３条：国家，国際連合及び専門機関，特にユネスコは，この宣言を実施するために

適切で，持続可能な手段をとるべきである。 

国際機関，地域機関，国家機関，地方機関及び市民社会はこの宣言の実施に

おいて支援し，援助することを奨励される。 

４条：平和のための教育の国際機関及び国家機関は，寛容，対話，協力及び連帯の

精神をすべての人間の間で強化するために促進されるものである。  

５条 この宣言のいかなる内容も，国際連合の目的及び原則に反すると解釈されて

はならない。この宣言の諸規定は，国際連合憲章，世界人権宣言，及び諸国
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家によって承認された国際的及び地域的文書に沿って理解されるものとする。 

⑹ 核兵器禁止条約 

２０１７年７月７日には国連の条約交渉会議で，核兵器の使用や使用の威嚇だけでな

く，開発，実験，製造，取得，保有，貯蔵，移譲などを全面的に禁止する「核兵器禁止

条約」が採択され，２０２０年１０月末に批准国が５０か国に達し，その９０日後の２

０２１年１月２２日から発効することになった。同条約は核兵器不拡散条約（NPT)を補

完し核保有国の核軍縮を促進しうるものと位置づけられている。 

 

４ 国際法秩序との整合性からも平和的生存権ないし利益の裁判規範性が認められるべ

きこと 

 日本国憲法制定の歴史的経過およびそれと密接不可分の平和構築に向けた国際法秩序

の発展に照らしても，平和的生存権に裁判規範性を認めるべきことが明らかである。 

前記「第３」で述べたとおり，第一次世界大戦以後国際社会は「戦争の違法化」から，第

二次世界大戦を経て「武力威嚇および武力行使」の違法化を共通理解として，構成員個人

の尊厳と恐怖と欠乏からの自由を基礎に平和の構築と人権保障促進に向けて国際法秩序を

発展させてきた。そして，いわゆる冷戦終了後は，国家対国家間の武力紛争だけではなく，

内戦や国際的テロなど，個人の生命や安全・自由への脅威が平和構築と人権保障への妨げ

になっていることを踏まえ，国家安全保障のみではなく，人間の安全保障概念に基づく行

動を取り入れ，平和を単なる国家間の問題としての「状態」ではなく，これに向けた個人

の人権の問題として捉えるようになった。また，この過程において，世界人権宣言および

人権規約の更なる具体化・進化・深化としての各種権利条約の発展促進が平和構築と密接

不可分であることも繰り返し確認してきた。 

 そのプロジェクトの到達点が「平和への平権利宣言」であり，核兵器使用の威嚇をも禁

じる「核兵器禁止条約」である。 

日本政府は，平和への権利宣言にも核兵器禁止条約にも賛成していない。しかし，国連

加盟国であり，国連憲章，世界人権宣言，国際人権規約，子どもの権利条約等各種権利条
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約を批准しており，これら国際文書は日本が誠実に遵守すべき条約ないし確立された国際

法規（９８条２項）に他ならない。 

 従って，日本国憲法の解釈においても，これら国際法秩序を踏まえた解釈態度がとられ

るべきである。 

 特に，以下の各条項に注意を払うべきである。 

 （世界人権宣言） 

第３条 ：（生命，自由，身体の安全）「すべて人は，生命，自由及び身体の安全に対

する権利を有する」 

第８条（救済を受ける権利）「すべて人は，”憲法又は法律によって与えられた基本的

権利”を侵害する行為に対し，権原を有する国内裁判所による効果的な救済

を受ける権利を有する」  

第２８条：（人権実現の秩序の享受）「すべての人は，この宣言に掲げる権利及び自由

が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する」 

（国際人権規約） 

前文  ：「諸国は国連憲章に基づき，人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長す

べき義務を負っていること，そして，個人がこの規約において認められる権

利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して，国際人権

規約を協定する」 

（市民的及び政治的権利に関する国際規約：自由権規約） 

第２条３項：「この規約の各締約国は，次のことを約束する。 

(a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が，公的資

格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも，効果的な救済措置を

受けることを確保すること。 

(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上，行政上若しくは立法

上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されるこ

とを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。」 
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第６条１項：「すべての人間は，生命に対する固有の権利を有する。この権利は法律に

よって保護される。何人も，恣意的にその生命を奪われない。」 

第２０条１項：「戦争のためのいかなる宣伝も，法律で禁止する。」同２項 「差別，

敵意又は暴力の扇動となる国民的，人種的又は宗教的憎悪の唱道は，法律

で禁止する。」 

  これら，世界人権宣言，国際人権規約の諸規定と整合性のあるより人権保護と平和構

築を前進させうる解釈が求められる。平和的生存権に裁判規範性を認めて個々の国民に

国家の憲法違反行為に対する効果的な司法救済を付与することは，それに資することで

あり，理論上も困難ではない。 

  仮に現実国際政治が一朝一夕にそれに沿うものになっていないからと言って，非政治

部門である司法は「法の支配」を後退させてはならない。これら歴史的経緯と国際的法

秩序の発展を踏まえた日本国憲法の解釈が要請される。前文に謳われた非軍事恒久平和

主義に基づく国際協調主義も，これを根拠づける（原判決も前文の解釈指針としての役

割を否定していない）。 

 

第５ まとめにかえて － 戦争の現実と平和的生存権・利益の「効果的」保護の必要性 

１ 平和的生存権の現代的意義 

核時代の戦争は，どこで発生しても人類滅亡の危険さえあるものであり，「全世界の国

民」にとって平和的生存権は最も重要な基底的な人権といわなければならない。国家間

や民族間，宗教間など，対立の絶えない世界情勢において，世界中のどのような戦争に

も核保有国が関与する可能性があり，人類にとって平和と生存を維持することは最も重

要な課題である。 

そして，今まさに核保有国であるロシアのウクライナ侵略戦争が継続中である。相互

不信に基づく軍事同盟と核抑止政策が戦争を予防したり停止させる力とはなり得なかっ

たこと，そして，いったん起こってしまった戦争を止めることが極めて難しいと言う事

実を今世界は改めて突きつけられている。 
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武力攻撃により平和な生活が一変し，破壊された建物，街，ぬいぐるみを抱いて国境

を超える子ども，通りに転がる遺体，胸が張り裂けんばかりに痛むウクライナの惨状で

ある。平和の破壊によってその影響を最も受けるのは，何よりもまず個人であることを

目のあたりにする毎日と言わなければならない。 

「平和への権利宣言」が採択されたのは，平和に対する権利を個人の権利として保障

することが，平和を求める個人の意思が民主的な過程や司法的救済措置を通じて平和を

実現することを可能とするという重要な意義を有するからである。 

 もはや，世界情勢は，平和に対する個人の権利を単なる道義的・良心的規範にとどめて

おくことを許さず，その実現のための効果的措置を必要とする状況にある。 

２ 改めて日本国民と日本の公務員の責務について 

詳述したとおり，国連「平和への権利宣言」にいう「平和を享受する権利」と「核兵

器禁止条約」は密接に関係するものであって，人間の安全保障を確立するための人道的

な努力であり，人間の英知の営みにほかならない。この人間の英知を一国の憲法に取り

込み，全世界の人々の平和的生存権を確認している日本国民の責務は極めて重いと言わ

なければならない。 

世界の平和をリードし人類の未来を破滅から守る「憲法９条・平和的生存権」が侵害

されることは，歴史を逆転させ，人道法を築いてきた人々の歴史を葬り去るに等しく，

又，将来に向けて地球一切を破壊し，将来世代の人々の未来を無くすことに等しく，そ

の苦痛たるや金銭では測ることのできない甚大なものである。 

日本国憲法前文に明記された平和的生存権を法的権利として定着させ，平和な国家を

運営し，アジア，世界に示し平和促進の努力をすることが国政に関わる公務員の責務の

はずであり，主権者である国民の責任でもあるというべきである。 

以 上 


